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いては、浄化槽の規模や処理方式等にかかわらず、使用開始後3ヶ月経過した日から5ヶ月

の間に指定検査機関の行う水質に関する検査を受検することが義務付けられています。

３

 ５－１　浄化槽の法定検査とは、どのようなものですか。
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　また、平成18年２月施行の法改正により、前月中に実施した検査結果を毎月末ま

でに都道府県知事等に報告することとなり、特に「不適正」と判定された浄化槽に

ついては、地域振興局等が中心となって改善指導を行うことになります。また、構

造や施工に関し不適正な点が認められる場合は、建築部局とも必要に応じて連携し

対応することになります。
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